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公正取引委員会からの課徴金納付命令について 

 

このたび公正取引委員会から長野県石油商業組合北信支部（長野市）に対し 2025 年 11 月 26 日付

で排除措置命令が出されたことに関し、当社も同支部の支部員となっていたことから特定揮発油の販

売に関して独占禁止法に基づく課徴金納付命令を受領しましたので、お知らせいたします。 

本件に関しましては、お客様、お取引先様、そして株主の皆様をはじめとする関係者の皆様に、多

大なご心配とご迷惑をおかけしましたことをあらためて深くお詫び申し上げます。 

 

 

記 

 

１． 課徴金納付命令の概要 

当社は、長野県石油商業組合北信支部に所属する支部員として、同支部が決定した特定揮発 

油の販売価格の改定額および改定時期に基づき販売価格を改定していたとして、この行為が特 

定揮発油の販売分野における競争を実質的に制限したと認定されました。 

この行為は、独占禁止法第８条第１号（不当な取引制限）に該当するとされ、以下の課徴金 

納付を命じられました。 

 

２． 課徴金額および納付期限 

  １）納付すべき課徴金の額  858 万円 

    ２）納付期限        2026 年６月 29 日 

    当社は、本処分を真摯に受け止め、期限内に課徴金の納付を行う予定です。 

 

３． 当社の対応 

     当社は、今回の事実を厳正かつ真摯に受け止め、改めて、独占禁止法をはじめとする関連 

    法令の遵守に向けた役員及び従業員の意識改革と監査体制の整備・強化を進めます。また、

再発防止に全力を尽くしてまいります。 

 

４． 業績に与える影響 

   本件による 2026 年３月期の連結業績予想の修正はありません。 

 

 

以上 


